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し
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ら
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歳
か
ら

歳
の
人
の
医
療
費
の
窓

口
負
担
の
据
え
置
き
に
つ
い
て

　

70
〜
74
歳
の
人
の
医
療
費
の
窓
口
負

担
１
割
の
人
は
、
平
成
20
年
４
月
か
ら

２
割
負
担
に
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
し
た
が
、１
年
間
据
え
置
か
れ
、

さ
ら
に
21
年
度
（
４
〜
３
月
）
も
引
き

続
き
１
割
に
据
え
置
か
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
高
齢
受
給
者
証
の
表
記

が
変
更
に
な
り
、
新
し
い
高
齢
受
給
者

証
を
３
月
中
に
お
送
り
し
ま
す
。　

　

４
月
１
日
以
降
に
医
療
機
関
等
で
受

診
さ
れ
る
際
に
は
、
必
ず
新
し
い
高
齢

受
給
者
証
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

お
送
り
す
る
高
齢
受
給
者
証
の
一
部

負
担
金
割
合
欄
に
は
「
２
割
（
平
成
21

年
７
月
31
日
ま
で
は
１
割
）」
と
表
示

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
８
月
以
降
の

負
担
割
合
は
、
平
成
21
年
度
の
住
民
税

課
税
所
得
と
収
入
に
よ
り
決
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】　

　

住
民
課
（
内
線
１
５
３
〜
１
５
６
）
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１
１
０
１

●
ハ
ワ
イ
ア
ン
フ
ラ
教
室

　

ア
ロ
ハ
自
然
と
共
生
す
る
ロ
ハ
ス
な

生
活
へ
の
一
歩
を
始
め
ま
せ
ん
か

　

ご
要
望
に
お
応
え
し
て
、
４
月
か
ら

「
ハ
ワ
イ
ア
ン
フ
ラ
教
室
」
を
３
ク
ラ
ス

に
増
設
し
、
夜
の
教
室
も
は
じ
め
ま
す
。

【
日
程
】

　

昼
の
初
心
者
入
門
教
室

　

毎
週
金
曜
日
、
午
後
１
時
30
分
〜　

　
（
60
分
）

　

経
験
者
の
初
級
教
室

　

毎
週
金
曜
日
、午
後
３
時
〜
（
60
分
）

　

夜
の
初
心
者
入
門
教
室

　

毎
週
金
曜
日
、午
後
７
時
〜
（
60
分
）

【
場
所
】　

総
合
体
育
館

【
講
師
】

　

レ
イ
フ
ル
マ
モ
風
間

【
受
付
開
始
】

　

３
月
10
日

、
午
前
９
時
〜　

　

各
教
室
と
も
先
着
30
名
程
度

【
料
金
】

　

１
期
分
六
○
○
○
円

　
（
３
か
月
12
回
分
）　

※
受
講
料
は
各
期
開
始
１
週
間
前
ま　

で
に
一
括
納
入
。

【
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
】　

　

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課　

　
（
総
合
体
育
館
内
）〔
月
曜
休
館
〕
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０
２
９
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▽
一
六
三
七
円
／
十
二
月
二
四
日

　

傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
「
な
ご
み
」

▽
三
○
○
○
円
／
十
二
月
二
六
日

　

匿
名

▽
四
三
二
六
円
／
一
月
五
日

　

荻
島
詔

▽
四
万
七
八
一
三
円
／
一
月
十
三
日

　

弦
巻
一
枝

▽
三
万
円
／
一
月
十
九
日

　

匿
名

▽
二
万
円
／
一
月
二
一
日

　

埼
玉
縣
信
用
金
庫

▽
二
○
○
○
円
／
一
月
二
二
日

　

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
「
花
」

▽
一
万
七
四
一
一
円
／
一
月
二
九
日

　

株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー
三
芳
藤
久
保
店

▽
一
万
七
○
八
○
円
／
一
月
二
九
日

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
「
手
と
足

　

の
会
」

▽
七
○
四
○
円
／
二
月
一
日

　

社
会
福
祉
協
議
会
に
、
次
の
寄
附
が

寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
貴
重
な
財
源
と
し

て
役
立
た
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
敬
称
略
）

善
意
の
寄
附
を

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

老齢基礎年金の繰上げ請求と繰下げ請求
　老齢基礎年金は、65歳からの受給が原則ですが、希望によって60歳から64歳までの間に繰上げて減額した年金を受け

取ることができます。また、希望により老齢基礎年金を66歳以降に繰下げて、増額した年金を受け取ることもできます。

　繰上げ請求や繰下げ請求をしたときの支給率は下表のようになります。

　なお、決定された支給率は生涯変わりません。また、繰上げ請求をした場合、その後は障害基礎年金が請求できない

などの給付制限があります。請求の取消や請求時期の変更はできませんので、十分検討したうえで請求してください。

　50歳以上の人は、社会保険事務所や年金相談センターで年金額の試算ができますので、お気軽にご相談ください。

（申込時点で受給資格がある人に限る）。

繰上げ支給率（%）

=100 （0.5×繰上げ請求月から65歳到達の前月までの月数）

繰下げ支給率（%）

=100＋（0.7×65歳到達月から繰下げ申出月の前月までの月数）

【問い合わせ】

　所沢社会保険事務所　 04 2998 0170

　住民課国保年金係　内線153～156

（ ）町 の 動 き

犬の飼い主のみなさんへ～集合狂犬病予防注射のお知らせ～
　犬の飼い主には、「犬の登録をすること」と「犬に毎年１回狂犬病予防注射を受けさせること」が狂犬病予防法により

義務付けられています。

　狂犬病は、人を含めたほ乳類に感染し、発症すれば治療法はなく、死亡率は、ほぼ100％です。狂犬病は世界中のほと

んどの国や地域で発生し、毎年５万人以上が狂犬病で死亡しています。日本は、昭和32年以降狂犬病の発生はありません

が、これは狂犬病予防法によりすべての飼い犬に狂犬病予防注射が義務づけられた成果です。海外から狂犬病を侵入させ

ないためにも飼い犬には必ず年１回の狂犬病予防注射を受けさせましょう。

　町では、多くの飼い犬に狂犬病予防注射を受けていただくために、下表のとおり集合狂犬病予防注射を実施いたします。

三芳町内で犬をお飼いの方は、お近くの会場で狂犬病予防注射を飼い犬に受けさせてください。会場では、狂犬病予防注

射だけではなく、犬の登録も同時に受け付けますので、まだ犬の登録をしていない場合は、この機会に登録を済ませてく

ださい。また集合狂犬病予防注射は、雨天でも実施いたします。

　なお、都合により下表の会場で飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせられない場合は、必ず動物病院で獣医師に狂犬病予

防注射を打ってもらってください。そして、動物病院が発行する「注射済証明書」を自治環境課環境衛生係窓口に持参し、

注射済票の交付を受けてください。

中央公民館駐車場上富第１区集会所

藤久保第２区集会所 藤久保第３区集会所北永井第２区集会所

藤久保第４区第２集会所 竹間沢第１区集会所

●集合狂犬病予防注射に関してのお願い及び注意点

犬の体を清潔にし、犬の首輪が抜けないようにして、必ず犬をおさえられる人が連れてきてください。

体調に異常のある犬は、必ず事前に申し出てください。

獣医師による問診で、注射を見合わせることがありますのであらかじめご了承ください。

１ヶ月以内に他の予防注射を受けた犬は注射を受けられませんのでご注意ください。

 海外に犬を連れて行く予定のある方、または既にマイクロチップを装着されている方は、注射の前に必ず申し出てくだ

さい。

まれに注射による副作用が起こる場合があります。注射に際しては犬の体調に十分留意してください。

他市区町村より転入した犬（登録済の犬に限る）が注射を受ける場合、事前に鑑札を持参のうえ自治環境課環境衛生係

　の窓口で登録事項変更の届出をしてください。

犬の登録に変更があったとき（犬の所有者が変わった・犬の所在地が変わった・飼い主の住所が変わった）は、町への

　登録事項変更届出が必要です。

犬が死亡したときは、町への死亡届が必要です。

問い合わせ　自治環境課　（内線262）　FAX274 1053　　所沢保健所　 04 2922 2167

期　日 時　間 会　　場

４月13日
10：00～11：30 上富第１区集会所

13：00～14：30 中央公民館駐車場

４月14日
９：30～11：30 北永井第２区集会所

13：00～14：30 藤久保第２区集会所

４月15日

９：30～10：30 藤久保第３区集会所

11：00～12：00 藤久保第４区第２集会所

13：20～14：30 竹間沢第１区集会所

●日時・会場

＊各会場については、地図を参照してください。

登録料 注射料 注射済票代 合計
0円 2,750円 550円 3,300円

◇登録済の犬の場合

●手数料（１頭につき）

登録料 注射料 注射済票代 合計
3,000円 2,750円 550円 6,300円

◇未登録の犬の場合

広 報 み よ し（ ） 

昭和16年４月１日以前に生まれた人

（支給率が年単位で変わります）
昭和16年４月２日以降に生まれた人

（支給率が月単位で変わります）

町政のさまざま
な動きをお知ら
せします。

国民年金


